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沖縄電力株式会社 

 

託送供給等に係る収入の見通しの変更承認について 

 

本年 9月 29日に、電気事業法第 17条の 2第 4項の規定に基づき当社が承認申請いたしまし

た「託送供給等に係る収入の見通し（以下、「収入の見通し」）」の変更について、本日、経

済産業大臣から申請通り承認されました。 

今後、2024 年度からの発電側課金制度の導入に伴う供給条件および今回承認された変更後

の収入の見通しに基づく託送料金等を設定し、2024 年 4 月 1 日実施に向け託送供給等約款の

認可申請を行う予定です。 

当社は、今後とも電力の安定供給の更なる強化やカーボンニュートラル実現に向けた取り組

みを通して、地域社会の発展に貢献してまいります。引き続きご理解およびご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

参考：託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請について（2023年9月29日プレスリリース済） 

https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2023/230929_02.pdf 
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